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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS A 1481 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS A 1481-1 第 1 部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法 

JIS A 1481-2 第 2 部：試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法 

JIS A 1481-3 第 3 部：アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法 

JIS A 1481-4 第 4 部：質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法 
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日本工業規格          JIS 
 A 1481-4：2016 
 (ISO 22262-2：2014) 

建材製品中のアスベスト含有率測定方法－ 

第 4 部：質量法及び顕微鏡法による 

アスベストの定量分析方法 

Air quality-Bulk materials-Part 4: Quantitative determination  

of asbestos by gravimetric and microscopical methods 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 1 版として発行された ISO 22262-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，およそ 5 %未満のアスベスト質量分率を定量する手順，並びにバーミキュライト，その他

の工業用鉱物及びこれらの鉱物を含有する市販製品の中のアスベストを定量する手順を規定する。 

この規格は，次の定量分析に適用可能である。 

a) JIS A 1481-1 によるアスベストの質量分率の推定が，当該材料の規制適合状態を信頼性高く判断する

には不十分な精度とみなされるか，又はアスベストの不含有を証明するためには更なる証拠を得る必

要があると考えられる材料。 

b) 弾力性床タイル，アスファルト質材料，屋根用フェルト及びアスベストが有機マトリックスに含まれ

ているその他の材料。 

c) 壁用及び天井用のせっこうプラスター（混入骨材の有無を問わない。）。 

d) 金属製品（例えば，ウォラストナイト，ドロマイト，カルサイト，タルク，バーミキュライト，及び

これらの鉱物を含んでいる市販製品。）。 

この規格は，主として，アスベストが同定され，質量分率がおよそ 5 %未満と推定される試料に適用す

ることを意図している。また，この規格は，顕微鏡検査ができないか，又はできたとしても信頼性に欠け

るような低濃度のアスベストがマトリックス材料に添加された試料の分析にも適用される。附属書 A に，

アスベストを含有する可能性のある各種の材料の最適な分析方法を示す。 

この規格は，基本的な顕微鏡技術及び分析手法を説明することが目的ではない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 22262-2:2014，Air quality－Bulk materials－Part 2: Quantitative determination of asbestos by 

gravimetric and microscopical methods（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 


